
No. 要綱第３条に定める構成員 役職 部　署 委員名

1 委員 日本大学理工学部土木工学科　教授 大沢　昌玄

2 委員 流通経済大学経済学部　教授 板谷　和也

3 委員 西武鉄道株式会社鉄道本部計画管理部駅まち創造課長 岩澤　貴顕

4 委員
東京地下鉄株式会社鉄道本部鉄道統括部開発連携・工
事調整担当課長

廣元　勝志

5 委員 東武鉄道株式会社鉄道事業本部事業戦略部課長 小瀧　正和

6 委員 東京都交通局総務部技術調整担当課長 近藤　琢哉

7 委員 西武バス株式会社計画部長 秦野　凌

8 委員 国際興業株式会社運輸事業部担当部長 鈴木　健史

9 委員 関東バス株式会社運輸部計画担当部長補佐 小川　将和

10 委員 京王電鉄バス株式会社運輸営業部乗合事業担当課長 三浦　裕介

11 委員 東京都交通局自動車部計画課長 井上　清一

12 委員 一般社団法人東京バス協会乗合業務部長 冨樫　秀樹

13 委員 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会業務部長 小池　毅

14 委員 東京都交通運輸産業労働組合協議会 バス部会 幹事 舟山　明久

15 委員
東京都交通運輸産業労働組合協議会 幹事
 ハイタク部会 事務長

久我　恒夫

16 委員 練馬区町会連合会　副会長 上野　一幸

17 委員 練馬区商店街連合会　副会長 佐久間　利和

18 委員
国土交通省関東運輸局東京運輸支局
首席運輸企画専門官（総務企画担当）

中山　俊夫

19 委員
国土交通省関東運輸局東京運輸支局
首席運輸企画専門官（輸送担当）

小林　聡

20 委員
国土交通省関東地方整備局
東京国道事務所交通対策課　建設専門官

菊池　信久

21 委員 東京都第四建設事務所管理課長 高橋　伸子

22 委員 東京都都市整備局都市基盤部交通企画課長 荒井　大介

23 委員 東京都都市整備局都市基盤部地域公共交通担当課長 吉川　昌孝

24 委員 警視庁交通規制課調査担当管理官 西東　俊郎

25 委員 警視庁石神井警察署交通課長 森　浩之

26 委員 警視庁光が丘警察署交通課長 岡本　大地

27 委員 警視庁練馬警察署交通課長 塩田　竜也

28 委員 練馬区都市整備部長 中沢　孝至

29 委員 練馬区福祉部管理課長 渡邉　慎

30 委員 練馬区都市整備部交通企画課長 安田　圭吾

31 委員 練馬区都市整備部大江戸線延伸推進課長 大塚　峰生

32 委員 練馬区土木部管理課長 星野　明久

関係行政機関の職員

区職員

練馬区地域公共交通活性化協議会　委員名簿

学識経験者

地域公共交通の活性化及び再
生に関する法律第２条第２号
に規定する公共交通事業者等
の関係者

一般旅客自動車運送事業者の
事業用自動車の運転者が組織
する団体の代表者またはその
指名する者

区民

資料１


